
◎
環
境
特
別
委
員
会

回
　
数

年
　
月
　
日

　
　
　
（
曜
日
）

議
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

1

平
成
５
年
９
月
2
1
日

（
火
）

特
別
委
員
長
を
選
任
し
た
後
、
理
事
を
選
任
し
た
。

２

平
成
５
年
1
0
月
2
0
日

（
水
）

公
害
対
策
及
び
環
境
保
全
の
諸
施
策
に
つ
い
て
広
中
環
境
庁
長
官
か
ら
所
信
を
聴
い
た
。

３

平
成
５
年
1
0
月
2
7
日

（
水
）

公
害
対
策
及
び
環
境
保
全
の
諸
施
策
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
広
中
環
境
庁
長
官
、
政
府
委
員
、
通
商
産
業
省
、

科
学
技
術
庁
、
環
境
庁
、
大
蔵
省
、
林
野
庁
、
農
林
水
産
省
、
厚
生
省
及
び
外
務
省
当
局
に
対
し
質
疑
を
行
っ

た
。

水
俣
病
の
認
定
業
務
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
提

出
）
に
つ
い
て
発
議
者
衆
議
院
議
員
矢
上
雅
義
君
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
い
た
。

４

平
成
５
年
1
0
月
2
9
日

（
金
）

水
俣
病
の
認
定
業
務
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）
　
（
衆
議
院
提

出
）
、
に
つ
い
て
発
議
者
衆
議
院
議
員
園
田
博
之
君
、
同
田
中
昭
一
君
、
同
倉
田
栄
喜
君
、
同
渡
瀬
憲
明
君
、
広
中

環
境
庁
長
官
、
政
府
委
員
及
び
環
境
庁
当
局
に
対
し
質
疑
を
行
い
、
討
論
の
後
、
可
決
し
た
。

環
境
華
本
法
案
（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
　
　
　
　
　
　
　
ト

環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

　
右
両
案
に
つ
い
て
広
中
環
境
庁
長
官
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
い
た
。



衆
第
二
号

　
賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
新
生
　
　
反
対
会
派
　
共

　
欠
席
会
派
　
な
し

５

平
成
５
年
1
1
月
1
0
日

（
水
）

環
境
基
本
法
案
（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

　
右
両
案
に
つ
い
て
細
川
内
閣
総
理
大
臣
、
広
中
環
境
庁
長
官
、
政
府
委
員
、
環
境
庁
、
農
林
水
産
省
、
外
務

　
省
、
科
学
技
術
庁
、
建
設
省
、
通
商
産
業
省
及
び
林
野
庁
当
局
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
後
、
い
ず
れ
も
可
決
し

　
た
。

閣
法
第
五
号

　
賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
共
、
新
生
　
　
反
対
会
派
　
な
　
し

　
欠
席
会
派
　
　
な
　
し

閣
法
第
六
号

　
賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
共
、
新
生
　
　　
　

反
対
会
派
　
　
な
　
し

　
欠
席
会
派
　
な
し

平
成
５
年
1
2
月
1
5
日

（
水
）

都
合
に
よ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

６

平
成
６
年
１
月
2
8
日

（
金
）

請
願
第
二
号
外
七
七
件
を
審
査
し
た
。



○
内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

５

環
境
基
本
法
案

衆

五
、

　
九
、
二
四

五
、

一
〇
、
二
九

五
、

一
一
、
一
〇

可
　
決

五
、

一
一
、
一
二

可
　
　
決

五
、

一
〇
、
一
三

環
　
境

五
、

一
〇
、
二
六

可
　
　
決

五
、

一
〇
、
二
八

可
　
　
決

６

環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
案

"

九
、
二
四

一
〇
、
二
九

一
一
、
一
〇

可
　
決

一
一
、
一
二

可
　
決

　
一
〇
、
一
三

環
　
境

一
〇
、
二
六

可
　
決

一
〇
、
二
八

可
　
決

　
2
0

特
・
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の

た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質

の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法

案

"

六
、

　
一
、
一
八

六
、

　
一
、
二
四

　
　
（
予
）

六
、

　
一
、
二
〇

環
　
境

継
続
審
査

○
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番号

件
　
　
　
名

提
出
者

　
（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
院

備
考

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

　

本
会
議

議
　
決

２

水
俣
病
の
認
定

業
務
の
促
進
に

関
す
る
臨
時
措

置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案

園
田
博
之
君

外
七
名

（
五
、
九
、
三
〇
）

五
、

　
一
〇
、　
　

一

五
、

一
〇
、
二
六

五
、

一
〇
、
　
　
一

　
　
　
（
予
）

五
、

一
〇
、
二
九

可
　
決

五
、

一
一
、
五

可
　
　
決

五
、

一
〇
、
　
　
一

環
　
境

五
、

一
〇
、
二
二

可
　
決

五
、

一
〇
、
二
六

可
　
　
決



環
境
基
本
法
案
（
閣
法
第
五
号
）

　
要
旨

　
本
法
案
は
、
近
年
の
我
が
国
の
環
境
問
題
の
構
造
的
変
化
や
地
球
環
境
問

題
へ
の
取
組
み
の
必
要
性
の
高
ま
り
等
の
環
境
問
題
の
現
況
に
か
ん
が
み
、

環
境
の
保
全
の
基
本
理
念
と
こ
れ
に
基
づ
く
基
本
的
施
策
の
総
合
的
な
枠
組

み
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
と
し
て
、
環
境
の
恵
沢
の
享
受
と

　
継
承
等
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が
可
能
な
社
会
の
構
築

　
等
及
び
国
際
的
協
調
に
よ
る
地
球
環
境
保
全
の
積
極
的
推
進
の
三
理
念
を

　
定
め
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
環
境
の

　
保
全
に
係
る
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二
、
六
月
五
日
を
環
境
の
日
と
す
る
こ
と
。

三
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
ま
ず
、
施
策
の
策
定
及
び
実
施

　
に
係
る
指
針
を
明
示
し
、
ま
た
、
環
境
基
本
計
画
を
定
め
て
施
策
の
大
綱

　
を
国
民
の
前
に
示
す
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
国
等
の
施
策
に
お
け
る
環

　
境
配
慮
、
環
境
影
響
評
価
の
推
進
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る

　
た
め
の
規
制
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
の
経
済
的
措

　
置
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
事
業
の
推
進
、
環
境

　
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
製
品
等
の
利
用
の
促
進
、
環
境
教
育
、
民
間

　
団
体
等
の
自
発
的
な
環
境
保
全
活
動
の
促
進
、
情
報
の
提
供
、
地
球
環
境

　
保
全
等
に
関
す
る
国
際
協
力
、
費
用
負
担
及
び
財
政
措
置
な
ど
の
基
本
的

　
な
施
策
を
定
め
る
こ
と
。

四
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に

　
つ
き
、
相
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
環
境
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

　
定
め
る
こ
と
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
審
議
会
関
係
の
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

　
る
こ
と
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
き
ま
し
て
、
環
境
特
別
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
環
境
基
本
法
案
は
、
今
日
の
環
境
政
策
の
対
象
領
域
の
広
が
り
に

対
処
し
、
特
に
都
市
・
生
活
型
公
害
や
地
球
環
境
問
題
等
に
対
し
適
切
な
対

策
を
講
じ
て
い
く
た
め
、
環
境
の
保
全
の
基
本
的
理
念
と
、
こ
れ
に
基
づ
く

基
本
的
施
策
の
総
合
的
な
枠
組
み
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
、
環
境
の
恵
沢
の
享
受
と
継
承
等
を
初
め
、
環
境
の
保

全
に
つ
い
て
の
三
つ
の
基
本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
等
の
責
務
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
環
境
の
日
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
環
境
基
本
計

画
、
環
境
影
響
評
価
の
推
進
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
の



経
済
的
措
置
、
地
球
環
境
保
全
等
に
関
す
る
国
際
協
力
、
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
協
力
な
ど
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
施
策
に
つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

案
は
、
環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
い
、
公
害
対
策
基
本
法
を
廃
止
す
る
ほ

か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、
環
境
基
本
計
画

の
実
効
性
の
確
保
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
環
境
保
全
に
関
す
る
住
民
参

加
、
放
射
能
汚
染
と
環
境
行
政
、
生
物
多
様
性
の
確
保
、
特
に
野
生
生
物
の

保
護
、
規
制
緩
和
及
び
貿
易
と
環
境
、
長
良
川
河
口
ぜ
き
建
設
問
題
な
ど
の

諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ

て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
有
働
委

員
よ
り
、
環
境
基
本
法
案
に
対
し
、
汚
染
原
因
者
負
担
の
原
則
の
明
確
化
等

を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
順
次
採
決
の
結
果
、
有
働
委
員
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も

っ
て
否
決
さ
れ
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
六
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
環
境
基
本
法
の
施
行
に
伴
い
、
公
害
対
策
基
本
法
を
廃
止

す
る
ほ
か
、
自
然
環
境
保
全
法
等
十
八
法
律
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う

と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照

水
俣
病
の
認
定
業
務
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
水
俣
病
対
策
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
水
俣
病
に
係
る
認

定
の
長
期
に
わ
た
る
申
請
滞
留
者
の
速
や
か
な
解
消
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
認
定
の
申
請
期
限
の
延
長

　
　
旧
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
又
は
公
害
健

　
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
補
償
法
」
と
い
う
。
）
に
よ



　
る
水
俣
病
に
係
る
認
定
又
は
決
定
の
申
請
を
し
た
者
で
当
該
申
請
に
関
す

　
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
も
の
が
環
境
庁
長
官
に
対
し
て
水
俣
病
に
係
る

　
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
を
、
平
成
八
年
九
月
三
十
日
ま

　
で
、
延
長
す
る
こ
と
。

二
、
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範
囲
の
拡
大

　
　
補
償
法
に
よ
る
水
俣
病
に
係
る
認
定
の
申
請
を
し
た
者
で
環
境
庁
長
官

　
に
対
し
て
水
俣
病
に
係
る
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範
囲

　
を
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
補
償
法
に
よ
る
申
請
を
し
て

　
い
た
者
で
当
該
申
請
に
関
す
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
も
の
ま
で
拡
大
す

　
る
こ
と
。

三
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
環
境
特
別
委
員

会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
水
俣
病
の
認
定
業
務
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
施

行
状
況
に
か
ん
が
み
、
環
境
庁
長
官
に
対
し
て
水
俣
病
に
係
る
認
定
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
を
平
成
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
と
と

も
に
、
同
法
の
適
用
対
象
と
な
る
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
水
俣
病
に
係
る
認
定
の
申
請
を
し
た
者
の
範
囲
を
昭
和
六
十
二
年
八

月
三
十
一
日
以
前
に
同
法
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
て
い
た
者
で
当
該
申
請

に
関
す
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
も
の
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
俣

病
の
認
定
業
務
の
一
層
の
促
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
水
俣
病
問
題
の
早
期
解
決
等
に
つ
い
て
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
有
働
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




